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解
で
は
、
こ
の
制
度
を
直
ち

に
法
整
備
す
る
こ
と
は
困
難

と
の
こ
と
で
、
各
自
治
体
で

の
個
別
対
応
と
な
っ
て
お
り
、

実
施
団
体
で
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
運
用
を
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
県
内
で
実
施
し
て

い
る
市
町
は
な
い
が
、
各
市

町
と
情
報
交
換
を
行
い
な
が

ら
、
研
究
・
検
討
し
て
い
き

た
い
。

本
市
の
人
口
増
対
策

問　
門
前
住
宅
団
地
は
、
合
併

以
降
一
区
画
も
売
れ
ず
、
旧

下
灘
中
校
舎
は
全
く
使
用
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
宅

地
化
し
、
安
く
分
譲
か
一
定

年
限
賃
貸
の
後
、
安
く
払
い

下
げ
て
は
ど
う
か
。

答
　
岡
井
副
市
長

　

門
前
住
宅
団
地
や
旧
下
灘

中
学
校
跡
地
の
活
用
は
、
重

要
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。

　

こ
れ
ま
で
問
い
合
わ
せ
等

は
な
く
、
整
備
に
は
多
額
の

 

水
田
　
恒
二
　
議
員

公
聴
会
や
審
議
会
の
開
催

方
法問　

市
民
の
衆
知
を
集
め
る
た

め
の
委
員
公
募
に
応
募
し
た

く
て
も
、
仕
事
を
し
て
い
る

人
は
応
募
が
で
き
ず
、
傍
聴

に
も
行
け
な
い
。

　
平
日
の
昼
間
開
催
を
夜
間

や
土
・
日
曜
日
等
に
変
更
す

る
考
え
は
な
い
か
。

答
　
総
務
部
長

　

本
市
の
各
審
議
会
等
の
大

半
が
平
日
の
執
務
時
間
中
に

開
催
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
多

く
の
市
民
の
皆
様
に
参
加
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
必

市
政
を
問
う
！

一
般
質
問

一
般
質
問

一
般
質
問

ず
し
も
平
日
の
日
中
に
限
る

こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

今
後
、
各
審
議
会
等
で
協

議
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

る
が
、
必
要
に
応
じ
て
土
曜
・

日
曜
・
夜
間
の
開
催
に
も
柔

軟
に
対
応
す
る
な
ど
、
市
民

の
自
由
な
討
論
の
場
を
確
保

し
、
参
画
と
幅
広
い
意
見
を

市
政
に
反
映
さ
せ
、
政
策
決

定
の
透
明
性
を
確
保
で
き
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　

ま
た
傍
聴
に
関
し
て
は
、

各
審
議
会
等
の
傍
聴
要
領
で 

現
在
対
応
し
て
い
る
が
、
併

せ
て
協
議
を
願
い
た
い
と
考

え
て
い
る
。

戸
籍
不
正
取
得
防
止

問　
身
元
調
査
等
の
目
的
の
た

め
、
不
正
な
手
段
で
戸
籍
謄

本
や
住
民
票
を
取
得
す
る
こ

と
を
防
止
す
る
に
は
、
事
前

登
録
型
の
本
人
通
知
制
度
を

取
り
入
れ
る
べ
き
で
は
。
　

　
本
市
の
決
断
を
求
め
る
。

答
　
中
村
市
長

　

平
成
２０
年
か
ら
不
正
な
個

人
情
報
調
査
や
証
明
書
の
不

正
な
取
得
に
よ
る
事
件
を
防

止
す
る
た
め
、
窓
口
で
は
公

的
な
身
分
証
明
書
の
提
示
に

よ
り
本
人
確
認
を
行
い
、
郵

送
請
求
で
は
公
的
な
身
分
証

明
書
の
写
し
に
よ
り
本
人
確

認
を
行
っ
て
い
る
。

　

戸
籍
謄
本
や
住
民
票
の
写

し
等
を
第
三
者
に
交
付
し
た

事
実
を
本
人
に
通
知
す
る
本

人
通
知
制
度
は
、
全
国
で
約

２
０
０
の
自
治
体
が
導
入
し

て
い
る
。
し
か
し
、
国
の
見

経
費
が
必
要
で
あ
る
と
見
込

ま
れ
る
上
、
効
果
が
不
透
明

で
あ
る
の
で
、
ま
ず
需
要
が

あ
る
か
ど
う
か
の
調
査
を
行

う
必
要
が
あ
る
。

　

他
の
遊
休
市
有
地
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
り
、
全
国
各

地
の
先
進
事
例
を
参
考
に
、

今
後
可
能
性
を
探
り
な
が

ら
、
市
の
方
向
性
を
決
定
し

て
い
き
た
い
。

 

そ
の
他
の
質
問
事
項

・
防
災
対
策
に
関
連
し
て

・
市
道
大
谷
線
の
安
全
確
保

庁舎等基本計画策定審議会

活用計画が未定の旧下灘中学校


